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(57)【要約】
　内視鏡リプロセッサは、内視鏡Ｅを配置する処理槽１
１と、処理槽１１内に開口２２を有するコネクタ２１と
、コネクタ２１から延出された第１管路３１と、第１管
路３１に配置された開閉弁４１と、リークテスタ６１と
、第１管路３１よりも管路本体の管路抵抗が高い第２管
路７１と、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を配置する処理槽と、
　前記処理槽内に開口を有するコネクタと、
　前記処理槽よりも地面に向けて前記コネクタから延出された第１管路と、
　前記第１管路に配置された開閉弁と、
　前記処理槽よりも地面に近い位置に配置され送気部を含むリークテスタと、
　前記第１管路の前記開閉弁および前記コネクタの間と、前記リークテスタとをつなぎ、
前記第１管路よりも管路本体の管路抵抗が高い第２管路と、
を含むことを特徴とする内視鏡リプロセッサ。
【請求項２】
　前記第１管路は前記第２管路よりも流路断面積が大きいことを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項３】
　前記第１管路は前記第２管路よりも管路径が大きいことを特徴とする請求項２に記載の
内視鏡リプロセッサ。
【請求項４】
　前記第２管路は、管路内部が地面から遠ざかる方向に曲がる曲げ部を少なくとも１つ含
むことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項５】
　前記第２管路は、前記処理槽に貯留される液体の水位よりも地面から遠い位置に持ち上
げられる部位を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項６】
　前記第１管路は、一端が前記コネクタに接続されて他端が水受け部に接続されており、
　前記水受け部には水位センサが配置されていることを特徴とする請求項１に記載の内視
鏡リプロセッサ。
【請求項７】
　前記第１管路は、一端が前記コネクタに接続され、他端が液体の接触を検知する液体セ
ンサに接続されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項８】
　エラーを報知する報知部と、
　前記水位センサおよび前記報知部に接続された制御部と、を含み、
　前記水受け部の水位が所定水位を超えたことを前記水位センサが検知した場合、前記制
御部は前記報知部を駆動することを特徴とする請求項６に記載の内視鏡リプロセッサ。
【請求項９】
　前記処理槽から液体を排液する排液部と、
　前記水位センサおよび前記排液部に接続された制御部と、を含み、
　前記水受け部の水位が所定水位を超えたことを前記水位センサが検知した場合、前記制
御部は前記排液部を駆動することを特徴とする請求項６に記載の内視鏡リプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡リプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体に使用して汚染された内視鏡を洗浄消毒する内視鏡洗浄消毒装置がある。
内視鏡洗浄消毒装置は、内視鏡を処理槽に配置し、内視鏡と内視鏡洗浄装置をチューブに
よって接続し、内視鏡洗浄消毒装置から内視鏡管路に気体又は液体を送り込み、内視鏡管
路を洗浄消毒する。
【０００３】
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　内視鏡洗浄消毒装置は、例えば、特開２０１２－６６０１８号公報に開示されるように
、処理槽内の液体が、処理槽に設けられるチューブ接続用のコネクタから気体ポンプに流
入しないように、コネクタと気体ポンプの間の送気路に逆止弁を有する。
【０００４】
　しかしながら、気体ポンプを使用して内視鏡内を加圧し、内視鏡内から空気が漏れてい
ないか否かを検知するリークテストをしようとすると、従来の内視鏡洗浄消毒装置では、
クラッキング圧の個体差の大きい逆止弁が送気路に設けられ、内視鏡内の圧力を正確に測
定できない問題が生じる。
【０００５】
　そこで、本発明は、気体ポンプへの処理槽の液体の流入を防止可能であり、かつリーク
テストにおいて内視鏡内の圧力をより正確に測定できる内視鏡リプロセッサを提供するこ
とを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様の内視鏡リプロセッサは、内視鏡を配置する処理槽と、前記処理槽内に
開口を有するコネクタと、前記処理槽よりも地面に向けて前記コネクタから延出された第
１管路と、前記第１管路に配置された開閉弁と、前記処理槽よりも地面に近い位置に配置
され送気部を含むリークテスタと、前記第１管路の前記開閉弁および前記コネクタの間と
、前記リークテスタとをつなぎ、前記第１管路よりも管路本体の管路抵抗が高い第２管路
と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの主要部の構成を説明す
る説明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサのコネクタの構成を説明
する説明断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの主要部の構成を説明す
る説明図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの主要部の構成を説明す
る説明図である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの主要部の構成を説明す
る説明図である。
【図６】本発明の第４の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサの主要部の構成を説明す
る説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
【０００９】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の主要部の構成を説
明する説明図である。図１において、内視鏡リプロセッサ１の主要部以外の構成について
は、省略をしている。
【００１０】
　図１に示すように、内視鏡リプロセッサ１は、処理槽１１と、コネクタ２１と、第１管
路３１と、開閉弁４１と、水受け部５１と、リークテスタ６１と、第２管路７１と、報知
部８１と、排液部９１と、制御部１０１とを有して構成される。コネクタ２１には、内視
鏡Ｅが接続される。コネクタ２１と内視鏡Ｅとは直接接続されてもよいし、間にチューブ
Ｔを介在させてもよい。
【００１１】
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　図１に示すように、処理槽１１は、内視鏡Ｅを配置でき、また、水、洗浄液、消毒液、
滅菌液又はアルコール等の液体Ｌを貯留できるように、凹状に構成される。処理槽１１は
、処理槽１１に貯留された液体Ｌを排出する排液部９１に接続される。処理槽１１は、内
視鏡Ｅを接続するためのコネクタ２１を有して構成される。処理槽１１は、コネクタ２１
よりも地面から遠い位置にある水位Ｈまで液体Ｌを貯留できるように構成される。水位Ｈ
まで処理槽１１に液体Ｌが貯留されると、コネクタ２１は処理槽１１内の液体Ｌ内に水没
する。
【００１２】
　内視鏡リプロセッサ１は、コネクタ２１を水没させた状態において、内視鏡Ｅのリプロ
セス処理をすることが可能である。コネクタ２１は、内視鏡Ｅのリプロセスの処理ととも
に、処理槽１１の液体Ｌに接触する。
【００１３】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１のコネクタ２１の構
成を説明する説明断面図である。図２は、コネクタ２１にチューブコネクタＣが取り付け
られた状態を表している。図２において、コネクタ２１は、実線で表され、コネクタ２１
に取り付けられるチューブコネクタＣは、２点鎖線で表される。
【００１４】
　コネクタ２１は、処理槽１１内に開口２２を有して構成される。コネクタ２１は、チュ
ーブコネクタＣを取り外した状態において、圧力バネであるコイルバネ２３が、弁体２４
を弾性力により支持し、弁体２４に設けられるＯリング２５が、コネクタ内壁２６に押し
当たることにより、処理槽１１に貯留される液体Ｌが、開口２２を介して第１管路３１に
流入しないように構成される。
【００１５】
　コネクタ２１にチューブコネクタＣが取り付けられると、コネクタ２１の弁体２４の先
端と、チューブコネクタＣの弁体２４Ｃの先端とが互いに押し当たり、コイルバネ２３の
弾性力に抗して弁体２４Ｃが弁体２４を押し込み、弁体２４とコネクタ内壁２６の間と、
弁体２４Ｃとチューブコネクタ内壁２６Ｃの間との各々に、間隙が形成され、コネクタ２
１とチューブコネクタＣは連通する。
【００１６】
　コネクタ２１にチューブコネクタＣが取り付けられると、コネクタ２１の外周に設けら
れるＯリング２７が、チューブコネクタ内壁２７Ｃに押し当たり、処理槽１１に貯留され
る液体Ｌは、弁体２４とコネクタ内壁２６の間の間隙から開口２２内に流入しないように
構成される。
【００１７】
　処理槽１１の液体Ｌがコネクタ２１の取付部位から第１管路３１に流入しないように、
処理槽１１と隣接する部位には、パッキン２８が設けられる。
【００１８】
　コネクタ２１は、第１管路３１に接続される。
【００１９】
　Ｏリング２５と、Ｏリング２７と、パッキン２８との各々は、例えば、ゴム又は合成樹
脂等の水密を保つことができる材質により構成される。
【００２０】
　コネクタ２１に対するチューブコネクタＣの着脱が繰り返され、Ｏリング２５、Ｏリン
グ２７、又は、パッキン２８が、劣化又は損傷によって水密を保つことができなくなると
、処理槽１１に貯留された液体Ｌは、第１管路３１に流入する。
【００２１】
　図３は、本発明の第１の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１の主要部の構成を説
明する説明図である。図３において、内視鏡リプロセッサ１の主要部以外の構成について
は、省略をしている。
【００２２】
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　第１管路３１は、断面円形の円管により構成される。第１管路３１は、図３に示すよう
に、一方の端部が処理槽１１のコネクタ２１に接続され、コネクタ２１から斜め下方へ延
出し、続いて鉛直下方へ延出し、続いて他方の端部が処理槽１１の下方にある水受け部５
１に接続される。すなわち、第１管路３１は、処理槽１１よりも地面に向けてコネクタ２
１から延出して構成される。地面に向かう方向は、斜め下方向と、鉛直下方とを含む。
【００２３】
　第１管路３１は、中部に第２管路７１が接続される。第１管路３１は、下部に開閉弁４
１を有して構成される。
【００２４】
　第２管路７１の管路本体は、第１管路３１の管路本体よりも、管路抵抗が高くなるよう
に構成される。ここでいう管路本体の管路抵抗とは、管路の断面積や、湾曲形状や、材質
等の管路自体がもつ形状、性質に由来する抵抗のことを指し、管路に逆止弁を設けた場合
の逆止弁由来の抵抗は含まれない。
【００２５】
　第１管路３１の流路断面積は、第２管路７１の流路断面積よりも大きく構成される。す
なわち、第１管路３１の管路径Ｄ１は、第２管路７１の管路径Ｄ２よりも大きく構成され
る。結果、第２管路７１の管路本体の管路抵抗は第１管路３１よりも高くなる。
【００２６】
　開閉弁４１は、電磁弁によって構成される。開閉弁４１は、ソレノイド４２と、弁体４
３と、オリフィス４４とを有して構成される。
【００２７】
　ソレノイド４２は、制御部１０１と電気的に接続される。ソレノイド４２は、制御部１
０１からの制御信号により、磁界を生じさせ、弁体４３を動作させることが可能である。
【００２８】
　弁体４３は、ソレノイド４２が生じさせる磁界によって動作し、開閉弁４１の開閉が可
能である。
【００２９】
　オリフィス４４は、第１管路３１の管路径Ｄ１よりもオリフィス径Ｄ３が小さく構成さ
れ、開閉弁４１内の流量を調整可能である。
【００３０】
　開閉弁４１は、通常時において開状態である。後述するリークテストにおいて、ソレノ
イド４２が、制御部１０１から制御信号を受信すると、ソレノイド４２は、弁体４３を動
作させ、開閉弁４１を閉状態にする。
【００３１】
　水受け部５１は、上部が開放される受け皿により構成される。水受け部５１は、第１管
路３１から排出される水等の液体Ｌを受けて貯留可能である。水受け部５１には、水位セ
ンサ５２が配置される。
【００３２】
　水位センサ５２は、例えば、電極式の水位センサ５２であり、２本の電極棒５３、５４
を有して構成される。一方の電極棒５３には、検知する水位に水位電極５５が配置される
。図では複数の水位電極５５が上下方向に複数配置されているが、本発明はこれに限定さ
れず水位電極５５の数は単数であってもよい。他方の電極棒５４には、接地電極５６が配
置される。水位センサ５２は、制御部１０１に電気的に接続される。
【００３３】
　なお、図３においては、水位電極５５は、５５ａ、５５ｂ、５５ｃ、５５ｄ、５５ｅの
５つとして示されているが、水位電極５５は５つに限定されるものではない。また、以下
、いずれか１つの水位電極又は５つの水位電極を示すときには、水位電極５５という。
【００３４】
　水受け部５１に第１管路３１から排出された液体Ｌが貯留されると、水位に応じた水位
電極５５と、接地電極５６とが導通し、水位センサ５２は制御部１０１に対して水位の情
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報を出力する。
【００３５】
　リークテスタ６１は、内視鏡Ｅ内から空気が漏れていないか否かを検知可能である。内
視鏡Ｅから空気が漏れる場合、内視鏡Ｅの外皮に孔がある場合または、内視鏡管路ＥＲに
孔がある場合が考えられる。リークテスタ６１は、処理槽１１よりも地面に近い位置に配
置される。リークテスタ６１の接続口径Ｄ４、又は、図示しないリークテスタ６１内の管
路径は、オリフィス径Ｄ３よりも小さく設定される。リークテスタ６１は、送気部である
気体ポンプ６２と、圧力センサ６３とを有して構成される。
【００３６】
　送気部である気体ポンプ６２は、気体を加圧して送気可能である。気体ポンプ６２は、
図示しない大気開放管路によって大気に開放される。気体ポンプ６２は、制御部１０１と
電気的に接続される。気体ポンプ６２は、制御部１０１からの制御信号を受信することに
より、大気から空気を取り込み、チューブＴを介し、内視鏡Ｅ内を加圧可能である。
【００３７】
　圧力センサ６３は、内視鏡Ｅ内の圧力を測定可能である。圧力センサ６３は、制御部１
０１と電気的に接続される。圧力センサ６３は、内視鏡Ｅ内の圧力を測定し、測定結果の
情報を制御部１０１に出力可能である。
【００３８】
　リークテスタ６１は、チューブＴを介し、内視鏡Ｅに接続され、気体ポンプ６２により
内視鏡Ｅ内を加圧し、圧力センサ６３によって内視鏡Ｅ内の圧力を測定し、測定結果を制
御部１０１に出力可能である。
【００３９】
　第２管路７１の断面構造は特に限定されないが例えば、断面円形の円管により構成され
る。第２管路７１は、第１管路３１の開閉弁４１とコネクタ２１の間と、リークテスタ６
１とをつなぐように構成される。
【００４０】
　第２管路７１の管路本体は、第１管路３１の管路本体よりも、管路抵抗が高くなるよう
に、第２管路７１の管路径Ｄ２は、第１管路３１の管路径Ｄ１よりも小さく構成される。
【００４１】
　第２管路７１は、管路内部が地面から遠ざかる方向に曲がる曲げ部を有して構成される
。管路表面については管路内部同様に湾曲していてもよいし、管路表面はストレートで内
部のみ湾曲していてもよい。
【００４２】
　曲げ部は、図４の用に直線状のトンネルが連なったものであっても良いし、後述する様
な曲線状のトンネルであってもよい。
【００４３】
　図１に戻り、報知部８１は、表示部８２を有して構成される。報知部８１は、制御部１
０１に接続される。報知部８１は、エラー表示をさせる制御信号を制御部１０１から受信
すると、表示部８２にエラー表示をする。
【００４４】
　排液部９１は、排水口９２と、排水弁９３と、排水ポンプ９４と、外部排出口９５とを
有して構成される。
【００４５】
　排水口９２は、処理槽１１に貯留される液体Ｌを排水可能である。
【００４６】
　排水弁９３は、電磁弁により構成される。排水弁９３は、制御部１０１に電気的に接続
される。排水弁９３は、制御部１０１からの制御信号を受信し、処理槽１１に液体Ｌを貯
留するときには閉状態にされ、処理槽１１から液体Ｌを排出するときには開状態にされる
。
【００４７】
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　排水ポンプ９４は、液体ポンプにより構成され、より速く処理槽１１の液体Ｌを排出で
きるように、処理槽１１の液体Ｌを取り込み、加圧して排出可能である。
【００４８】
　外部排出口９５は、図示しない外部排水手段と接続され、処理槽１１の液体Ｌを外部排
水手段に排出可能である。
【００４９】
　制御部１０１は、中央処理装置（以下「ＣＰＵ」という）１０２、ＲＯＭ１０３及びＲ
ＡＭ１０４を有して構成される。ＣＰＵ１０２は、ＲＯＭ１０３に記録される液体漏れ検
知に関する各種処理プログラムを読み出し、ＲＡＭ１０４に展開して実行可能である。Ｃ
ＰＵ１０２の機能は、ＲＯＭ１０３に記録される各種処理プログラムを実行することによ
り実現される。
【００５０】
　制御部１０１は、開閉弁４１と、水位センサ５２と、リークテスタ６１と、報知部８１
と、排液部９１とに接続される。
【００５１】
　水受け部５１の水位が所定水位を超えたことを水位センサ５２が検知した場合、制御部
１０１は、表示部８２に対し、エラー表示をさせる制御信号を送信し、表示部８２にエラ
ー表示をさせる。
【００５２】
　所定水位は、コネクタの液体漏れを検知可能な水位に予め設定される。
【００５３】
　水受け部５１の水位が所定水位を超えたことを水位センサ５２が検知した場合、制御部
１０１は、排水弁９３に対して排水弁９３を開状態にさせる制御信号を送信して排水弁９
３を開状態にさせ、排水ポンプ９４に対して排水ポンプ９４を駆動させる制御信号を送信
して排液部９１を駆動させ、処理槽１１の液体Ｌを外部排水手段に排水させる。
【００５４】
（作用）
　次に、第１の実施形態における内視鏡リプロセッサ１の漏液検知処理について説明する
。
【００５５】
　ユーザが図示しない操作部により、内視鏡リプロセッサ１の洗浄消毒等の処理開始の指
示を与えると、ＣＰＵ１０２は、洗浄消毒等の処理プログラムの他、液体漏れ検知のプロ
グラムを読み込み、ＲＡＭ１０４に展開し、処理の実行を開始する。
【００５６】
　制御部１０１は、水、洗浄液、消毒液、滅菌液又はアルコール等の液体Ｌを図示しない
ノズルから処理槽１１に供給し、処理槽１１に液体Ｌを水位Ｈまで貯留させる。水位Ｈま
で液体Ｌが貯留されると、コネクタ２１は液体Ｌ内に水没する。
【００５７】
　コネクタ２１、Ｏリング２５、Ｏリング２７、又は、パッキン２８に、劣化又は損傷が
あり、コネクタ２１からの漏液があったとき、処理槽１１の液体Ｌは、第２管路７１より
も管路抵抗の小さい第１管路３１を流れ、水受け部５１に貯留される。
【００５８】
　水受け部５１に液体Ｌが貯留されると、水位センサ５２は、水位を検知し、制御部１０
１に対して水位の情報を出力する。
【００５９】
　水受け部５１の水位が所定水位を超えるとき、制御部１０１は、表示部８２と、排水弁
９３と、排水ポンプ９４との各々に対して制御信号を送信し、表示部８２にエラー表示を
させ、排水弁９３を開状態にさせ、排水ポンプ９４を駆動させ、液体Ｌを処理槽１１から
排出させる。
【００６０】
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　液体Ｌが処理槽１１から排出された後、ユーザは、コネクタ２１の点検、修理又は交換
等をすることができる。
【００６１】
　上述のように、第２管路７１は、第１管路３１よりも管路抵抗が大きく設定される。す
なわち、第１管路３１よりも第２管路７１の管路抵抗が大きくなるように、第１管路３１
の管路径Ｄ１よりも第２管路７１の管路径Ｄ２は小さく設定される。第１管路３１よりも
第２管路７１の管路抵抗が大きくなるように、オリフィス径Ｄ３よりもリークテスタ６１
の接続口径Ｄ４、又は、図示しないリークテスタ６１内の管路径は、小さく設定される。
【００６２】
　これにより、内視鏡リプロセッサ１は、コネクタ２１からの漏液があったときにおいて
も、処理槽１１の液体Ｌは、第２管路７１よりも管路抵抗の小さい第１管路３１を流れ、
気体ポンプ６２への処理槽１１の液体Ｌの流入を防止可能である。
【００６３】
　続いて、第１の実施形態における内視鏡リプロセッサ１のリークテスト処理について説
明をする。
【００６４】
　ユーザが、チューブＴを介して内視鏡Ｅをコネクタ２１に接続し、図示しない操作部に
より、リークテスト開始の指示を与えると、制御部１０１は、開閉弁４１に対し、弁を閉
状態にさせる制御信号を送信し、開閉弁４１を閉状態にさせる。開閉弁４１を閉状態にし
た後、制御部１０１は、気体ポンプ６２に対し、気体ポンプ６２を駆動させる制御信号を
送信し、気体ポンプ６２を駆動させ、内視鏡Ｅ内を加圧させる。内視鏡Ｅ内を加圧した後
、圧力センサ６３は、内視鏡Ｅ内の圧力を測定し、測定結果の情報を制御部１０１に出力
する。制御部１０１は、内視鏡Ｅ内の圧力が所定圧力より高いとき、内視鏡Ｅの空気漏れ
はないと判定する。一方、制御部１０１は、内視鏡Ｅ内の圧力が所定圧力より低いとき、
内視鏡Ｅの空気漏れがあると判定する。制御部１０１は、判定結果を表示部８２に表示さ
せる。
【００６５】
　これにより、第１管路３１及び第２管路７１が逆止弁を有さないため、気体ポンプ６２
は逆止弁による圧力損失なく送気可能であり、圧力センサ６３は内視鏡Ｅ内の圧力をより
正確に測定できる。
【００６６】
　上述の第１の実施形態によれば、気体ポンプ６２への処理槽１１の液体Ｌの流入を防止
可能であり、かつリークテストにおいて内視鏡Ｅ内の圧力をより正確に測定できる内視鏡
リプロセッサ１を提供することができる。
【００６７】
　（第２の実施形態）
　第１の実施形態においては、第１管路３１はチャンバ３２を有さずに構成されるが、第
１管路３１ａはチャンバ３２を有して構成されてもよい。
【００６８】
　次に、第１管路３１ａがチャンバ３２を有して構成される第２の実施形態を説明する。
なお、第２の実施形態の説明においては、第１の実施形態と同じ構成については説明を省
略する。
【００６９】
　図４は、本発明の第２の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１ａの主要部の構成を
説明する説明図である。図４において、内視鏡リプロセッサ１ａの主要部以外の構成につ
いては、省略をしている。
【００７０】
　内視鏡リプロセッサ１ａにおける第１管路３１ａは、中部にチャンバ３２を有して構成
される。
【００７１】
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　チャンバ３２は、例えば、内部が中空である円筒又は四角形筒等により構成される。チ
ャンバ３２の流路断面積は、第１管路３１ａ及び第２管路７１の流路断面積よりも大きく
設定される。チャンバ３２に、第２管路７１は接続されている。
【００７２】
　この構成によれば、第２管路７１は、チャンバ３２よりも管路抵抗が大きく設定される
。これにより、コネクタ２１からの漏液があったときにおいても、処理槽１１の液体Ｌは
、第２管路７１よりも管路抵抗の小さい第１管路３１ａを流れ、気体ポンプ６２への処理
槽１１の液体Ｌの流入を防止可能である。
【００７３】
　（第３の実施形態）
　第１の実施形態及び第２の実施形態においては、第２管路７１が、管路内部が地面から
遠ざかる方向に曲がる曲げ部を有して構成されるが、第２管路７１は、管路内部が地面か
ら遠ざかる方向に凸となるよう湾曲している湾曲部７２を少なくとも１つ含む構成として
もよい。
【００７４】
　図５は、本発明の第３の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１ｂの主要部の構成を
説明する説明図である。図５において、内視鏡リプロセッサ１ｂの主要部以外の構成につ
いては、省略をしている。
【００７５】
　内視鏡リプロセッサ１ｂにおける第２管路７１ｂは、管路内部が地面から遠ざかる方向
に凸となるよう湾曲している湾曲部７２を複数含んで構成される。より具体的には、第２
管路７１ｂは、連続する複数の湾曲部７２によって螺旋７３が形成される（図５の例では
、５巻きの螺旋７３が形成される）。第２管路７１ｂは、第１管路３１の管路長よりも長
い管路長を有して構成される。
【００７６】
　この構成によれば、第２管路７１ｂは、第１管路３１よりも管路長が長く、また、地面
から遠ざかる方向に凸となる湾曲部７２を少なくとも１つ含むことにより、第２管路７１
ｂは、第１管路３１よりも管路抵抗が大きい。これにより、コネクタ２１からの漏液があ
ったときにおいても、処理槽１１の液体Ｌは、第２管路７１ｂよりも管路抵抗の小さい第
１管路３１を流れ、気体ポンプ６２への処理槽１１の液体Ｌの流入を防止可能である。
【００７７】
　（第４の実施形態）
　第１の実施形態、第２の実施形態及び第３の実施形態においては、第２管路７１、７１
ｂが、処理槽１１よりも地面に近い位置に配置されるが、第２管路７１ｃは、処理槽１１
の水位Ｈよりも地面から遠い位置に持ち上げられる部位を有して構成されてもよい。
【００７８】
　また、第１の実施形態、第２の実施形態及び第３の実施形態においては、第１管路３１
、３１ａは水位センサ５２を有する水受け部５１に接続されるが、第１管路３１、３１ａ
は液体Ｌの接触を検知する液体センサ５７に接続される構成として構わない。
【００７９】
　図６は、本発明の第４の実施形態に係わる、内視鏡リプロセッサ１ｃの主要部の構成を
説明する説明図である。図６において、内視鏡リプロセッサ１ｃの主要部以外の構成につ
いては、省略をしている。
【００８０】
　内視鏡リプロセッサ１ｃにおける第２管路７１ｃは、第１管路３１の中部に接続され、
処理槽１１に貯留される液体Ｌの水位Ｈよりも地面から遠い位置である処理槽１１の上縁
１２を通り、リークテスタ６１に接続するように構成される。
【００８１】
　この構成によれば、第２管路７１ｃの一部が水位Ｈよりも地面から遠い位置を通るため
、第２管路７１ｃは、第１管路３１よりも管路抵抗が大きく設定される。これにより、コ
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ネクタ２１からの漏液があったときにおいても、処理槽１１の液体Ｌは、第２管路７１よ
りも管路抵抗の小さい第１管路３１を流れ、気体ポンプ６２への処理槽１１の液体Ｌの流
入を防止可能である。
【００８２】
　水受け部５１ｃは、第１管路３１に接続される液体センサ５７を有して構成される。液
体センサ５７は、制御部に接続される。第１管路３１から排出される液体Ｌが液体センサ
５７に接触すると、液体センサ５７は、液体Ｌを検知し、制御部１０１に対して液体が検
知されたことを示す情報を出力する。
【００８３】
　この構成によれば、水受け部５１ｃに液体Ｌが貯留される前に、第１管路３１から排出
される液体Ｌを即座に検知可能である。
【００８４】
　上述の第１の実施形態、第２の実施形態、第３の実施形態及び第４の実施形態（以下「
第１の実施形態等」という）によれば、気体ポンプ６２への処理槽１１の液体Ｌの流入を
防止可能であり、かつリークテストにおいて内視鏡Ｅ内の圧力をより正確に測定できる内
視鏡リプロセッサ１を提供することができる。
【００８５】
　なお、第１の実施形態等においては、第１管路３１、３１ａ及び第２管路７１、７１ｂ
、７１ｃは、断面円形の円管により構成されるが、第１管路３１、３１ａ及び第２管路７
１、７１ｂ、７１ｃは、断面円形の円管により構成されなくとも構わない。第１管路３１
、３１ａ及び第２管路７１、７１ｂ、７１ｃは、例えば、断面形状が、楕円形状、長円形
状、四角形状、または三角形状等により構成されても構わない。
【００８６】
　なお、第１の実施形態等においては、水受け部５１を有して構成されるが、水受け部５
１を有さずに構成し、第１管路３１、３１ａの端部を外部排出口９５に接続し、第１管路
３１、３１ａに流入した液体Ｌを直接外部に排出する構成としても構わない。
【００８７】
　なお、第１の実施形態等においては、水受け部５１は、上部が開放される受け皿により
構成されるが、水受け部５１は、水等の液体Ｌを貯留可能であれば、どのような形状によ
り構成されても構わない。水受け部５１は、例えば、タンク、ボトル、又は、箱体等によ
り構成されても構わない。
【００８８】
　なお、第１の実施形態等においては、水位センサ５２は、電極式の水位センサ５２によ
り構成されるが、水位センサは、フロートにより水位を検知する、いわゆるフロート式の
水位センサにより構成されても構わない。
【００８９】
　なお、第１の実施形態等においては、第２管路７１、７１ｂ、７１ｃは、管路内部が地
面から遠ざかる方向に凸となる曲げ部を有して構成されるが、第２管路は、曲げ部を有さ
ずに構成されても構わない。その場合、第１管路３１側からリークテスタ６１側に向けて
地面から遠ざかるように傾斜させると、第２管路７１は、第１管路３１よりも管路抵抗が
大きくなる。
【００９０】
　なお、第１の実施形態等においては、報知部８１は、表示部８２を有して構成されるが
、報知部８１は、音声発生部を有して構成され、ユーザに対して音声によってエラーを報
知しても構わない。
【００９１】
　なお、内視鏡リプロセッサ１は、汚染された内視鏡Ｅ、又は、内視鏡付属品の再生処理
を行う装置である。ここでいう再生処理とは、特に限定されるものではなく、水によるす
すぎ、有機物等の汚れを落とす洗浄、所定の微生物を無効かする消毒、全ての微生物を排
除、もしくは、死滅させる滅菌、又は、これらの組み合わせのいずれであってもよい。
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【００９２】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【００９３】
　本発明によれば、気体ポンプへの処理槽の液体の流入を防止可能であり、かつリークテ
ストにおいて内視鏡内の圧力をより正確に測定できる内視鏡リプロセッサを提供すること
ができる。
【００９４】
　本出願は、２０１５年８月２４日に日本国に出願された特願２０１５－１６４８７３号
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲に引用されるものとする。

【図１】 【図２】
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